
郡上市設置型合併処理浄化槽事業のご案内 

 

「郡上市設置型合併処理浄化槽事業」は、 

 

・下水道管を敷設し下水処理場で処理をする「集合処理区域」（公共下水道エリア、特定環境公共下水道エリア、農業集落排水

エリア）以外にお住まいの方を対象として、 

・対象となる個人等の敷地に郡上市が合併処理浄化槽を設置し、 

・設置後は、集合処理区域の方と同算定の下水道使用料を頂きながら郡上市が維持管理を行う 

 

事業です。この事業の対象となる地域は、条例で定められており、主に家屋が点在している地域です。 

 

Q「なぜこの事業を行うの？」 

Ａ「このような地域の一軒一軒のご家庭に、集合処理区域と同様、下水道管を埋設するには多額の費用がかかるためです。下

水道管を敷設するかわりに、この事業を行うことで下水処理にかかる建設費用を抑制でき、かつ、浄化槽の維持管理は市で

行いますので、使用者の皆様は安心してご利用いただくことができます。」 

  

市設置型合併処理浄化槽の設置対象となるのは、次の①～③をすべて満たす場合です。 

①集合処理施設区域以外で下水道を利用する場合 

②浄化槽の使用者が設置場所に住所を有し、かつ将来に渡り設置場所に定住される場合（事業所、公共施設等の所有者を含

みます。） 

③設置人槽が５０人槽以下である場合 

× 別荘や保養所の保有者（定住者以外の方）が設置する場合は対象となりません。 

 

                        

 

①申請の事前準備・申請 

▷対象となる区域は条例により定められていますので、事前にお問い合わせください。 

▷申請をする前に、自宅の宅地内工事にかかる費用を見積もり等で確認するなど、あらかじめ

資金計画を立ててからお申込みください。 

▷浄化槽設置の希望者が、個々に市へ「浄化槽設置工事申請書」をご提出ください。 

 

 

②現地の調査 ▷郡上市と申請者で、浄化槽の設置場所、人槽、排水の放流先などの確認を行います。 

 

 

③分担金のお支払い 

▷分担金の納付書をお送りしますので、速やかにお支払ください。 

▷一般家庭で３２０，０００円（ を参照） 

▷一括でお支払ください。（分割納付はできません。）  

 

 

④市が浄化槽を設置 
▷入札により決定した施工業者が、浄化槽本体と、浄化槽の流入口から１ｍ以内の管工事、及

び浄化槽から放流溝までの管工事を行います。 

▷工事が完了したら、郡上市が完成検査を行います。 

 



⑤宅地内の排水設備工事 

▷宅内、宅外配管工事やトイレ改造など、宅地内の排水設備に係る工事は使用者の負担で行っ

てください。 

▷宅内排水設備工事は、浄化槽本体の設置後、速やかに行ってください。（同時施工が望まし

い。） 

▷宅地内の排水設備工事は、郡上市下水道排水設備指定工事店でなければできません。 

▷工事が完了したら郡上市が完了検査をします。 

▷郡上市では、宅地内工事に要する資金を借り入れた場合の、利子補給制度を設けております。

（下記参照）  

 

 

⑥使用開始 

▷郡上市に上下水道等変更に関する申請書を提出したらご使用開始です。 

▷2か月に一度個別排水処理施設使用料（下水道使用料）（５参照）をお支払いください。 

▷今後、浄化槽の定期的な清掃、点検、検査は郡上市が行います。 

 

                      

             

 
 ▷市の負担費用 

●浄化槽本体の設置工事費 

●浄化槽の流入口から１ｍ以内の管工事費 

●浄化槽から放流溝までの管工事費 

    ●浄化槽の法定検査、清掃、保守点検にかかる費用 

●浄化槽ブロワの電気料金（下水道使用料から電気料金を差引き請求いたします。） 

    ●浄化槽の修理代 

 

▷個人の負担費用 

●宅地内の排水設備工事費 

●浄化槽本体設置に支障となるものの撤去等にかかる費用（移転、復旧等、樹木、水道管、コンクリートの取り壊し等） 

●浄化槽設置工事の際に生じる付帯工事費（屋外コンセント設置工事、浄化槽の上を駐車場等として利用するための補強工事等（※））

（※）浄化槽の上を利用される場合は、浄化槽の蓋が開けられるように施工してください） 

●浄化槽清掃の際の水道料金 

市設置 

浄化槽の設置には、普通自動車１台分 

ほどのスペースが必要です。 

 

 

放流管 



                                

お支払は一括納付のみとなります。 

区          分 分担金の額 

一般世帯 ３２０，０００円 

事業所等 

一般世帯以外 

処理対象人員 分担金の額 

１人～10人 ３２０，０００円 

11人～30人 ４８０，０００円 

31人～50人 ６４０，０００円 

備考 処理対象人員は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳ Ａ3302）」の算定による。 

  

 

     

水道の使用水量に応じて（水道の使用水量＝汚水排水量）下記の表にて算定した下水道使用料をいただきます。 

２か月に一度（奇数月の末日）に徴収されます。 

区    分 汚水排水量(㎥) 使用料（円） 

基本料金 ０  ～  １５ ２，４００円 

従量料金 

（１㎥あたり） 

一般家庭 

及び公衆浴場を除く事業所等 

１６  ～  ６０   １７０円 

６１  ～ １００   １８０円 

1０１  ～   １９０円 

公衆浴場 １６   ～    ７５円 

 

 

   

浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流します。浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しい管理と定期的 

な保守点検・清掃、法定検査が必要です。 

保守点検は県知事登録を受けた業者、清掃は市長の許可を受けた業者に委託し、浄化槽法により受検しなければならないことが義 

務付けられている法定検査については、県知事指定検査機関に委託します。これらに係る業務委託契約等、及び費用の負担は全て 

郡上市が行います。 

 

  ▷保守点検 

   浄化槽の処理方式や規模によって点検の回数が定められています。処理対象人員が20 人以下の浄化槽は、4か月に1回以上 

   実施します。  

 

▷清掃 

   浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施します。 

 

  ▷法定検査 

 浄化槽の機能診断で、次の検査です。 

①使い始め検査（7条検査）（使用開始最初の年） 

 浄化槽を使い始めて3か月を経過したら、設置状況、水質および保守点検の状況などを検査します。 

②定期検査（11条検査）（使用開始2年目以降） 

 毎年1回、浄化槽の機能と維持管理が適正であるかどうかを検査します。 

 

 

 

 



   

水洗便所等の改造工事や、屋内排水設備の設置等にかかる工事費用を金融機関から借り入れる場合に、郡上市が金融機関に融資 

のあっせんします。また、償還にかかる利子のうち、一定額を利子補給金として交付します。 

 

☆郡上市水洗便所等改造資金融資あっせん制度 

対象となる人 

・下水道等の処理区域として告示されてから3年以内（浄化槽の場合は浄化槽の完了検査から3

年以内）に改造工事を行う人。 

・市内に住所を有し居住している人 

・市税等の滞納がない人 

・工事について利害関係人の同意を得ている人 

 ・融資資金の償還能力を有する人 

 ・営利団体、営利目的の個人等でない人 

 

対象となる工事 

 

・汲み取り便所を水洗便所に改造するための工事、および付帯工事 

・既存のし尿浄化槽を廃止し、汚水管を公共下水道等に連結する工事及び付帯工事 

・家庭汚水を排除するための排水設備の設置工事又は改造工事、および付帯工事 

（家屋の新築に伴う場合を除く） 

取扱い金融機関 ・市内金融機関の本店・支店（ゆうちょ銀行を除く） 

条件 

・改造工事一件（同時に施工する工事は合わせて一件とする）２０万円以上800万円以内 

・償還期間 ６０か月以内 

・利率は取扱金融機関との契約による利率（金融機関により異なる） 

・償還方法は、元利均等月賦償還（繰り上げ償還可） 

 

☆利子補給制度 

 

利子補給の期間と額 

 

・排水設備等工事完了日が供用開始以前及び供用開始告示日（浄化槽の場合は浄化槽の完了検査

の日）から1年以内は償還利子の９０％。1年を超え２年以内は７０％、２年を超え３年以内

は５０％にあたる金額を利子補給金として給付します。 

利子補給の時期  ・1月1日～12月31日までに支払った利子に対し、翌年3月31日までに交付します。 

 


